


【論点①】 ネットワークの高度化への対応

【ご議論いただきたい項目】

 ２０３０年頃までのネットワークの移行期において、円滑なインフラのアップグレードと
社会全体への実装に向けて取り組むべき事項

• ５Ｇ（ＳＡ、ミリ波）の本格的なユースケース

• ＩＯＷＮ構想の実現に向けた情報通信産業のエコシステム

 ネットワーク構築等における新しいトレンドへの対応

• ハイパースケーラーの進出

• オープンソースへの対応

 情報通信分野に対する投資促進策

 地方や中小企業への普及方策

1









【参考】総合政策委員会（主査ヒアリング①）ＮＴＴ資料
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AWSのWavelengthとPrivate 5G

https://aws.amazon.com/jp/wavelength/

https://aws.amazon.com/jp/private5g/• ５Gネットワーク内にAWS環境を構築（Wavelength Zone）することで、
５Gアプリケーションに超低レイテンシ環境を提供

• リアルタイム性（低レイテンシー），高バンド幅を要求するメタバース
の実現手段になる？

• IoTにおけるMECサーバの設計にも好適な仕組み？
• 日本ではKDDIと提携

• プライベート５Gに必要な環境をまるごと提供
• やりたいことをWebから記入すると，サーバ，基地局，SIMが送られてくる．
• 利用料だけで利用可能
• ローカル5G環境を整えるための初期コストが低い．
• 2021/11/30 公表．当面，米国のみ．

【参考】総合政策委員会（第４回会合）ＪＳＴ資料
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○ Linux FoundationやOpen Invention NetworkなどのＯＳＳの主要な団体について、その立ち上げから現在
まで約２０年運営に参画。開発貢献につきましても、Linux、ONAP、Kubernetes、FIWARE等々の開発コミュニ
ティに積極的に貢献。今後も多くのコミュニティに貢献を行っていくため、ノウハウの伝承、貢献の品質向上に
取り組んでいく。

○ 政府においてもオープン系技術の動向把握は重要になってくると考えます。

○ 特にグローバルなコミュニティやコンソーシアムにおいて日本企業の貢献は限定的。グローバル企業は、
IPを公開しリソースを投入することで、オープンなIPに内包されるノウハウや知見と自社のクローズなIPを組
合せ、事業の進化を図るとともに、自社だけでは準備できない技術やパートナーといったリソースを獲得する
場としてもコミュニティを活用している。これらは、先行市場創出や研究開発の一つの新しい手法となると考え
ます。

○ オープン技術の更なる活用に際しては、特許侵害やセキュリティ等のリスクが懸念されるため、政府によ
るガイドラインの普及促進等を期待。

○ 特に半導体については、今後、出自不明の設計（ＲＴＬ）が製品に使われ始めることも予想され、怪しい設
計（ＲＴＬ）を使ったＬＳＩが、例えば政府で使う機器に組み込まれてしまうのは大きな問題と考えられます。従っ
て、設計（ＲＴＬ）やＬＳＩのセキュリティや品質が安全であることを認証するような仕組みが必要。

半導体分野のオープン系の技術に対する取組みの現状、協業の余地や政府の役割、ＯＳＳについての現状
認識及び今後の取組みの方向性に対する回答（抜粋）
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○ ＤＸによる成長を促すためには、ＩＣＴ投資の目的を「業務の効率化」から「新たな価値創造」にシフトさせ
ていく必要。ＩＣＴ投資の判断主体も、システム部門から経営者に変えていく必要がある。

○ 日米のICT投資を見比べた場合、米国のハードウェアは日本と同じように横ばいですが、ソフトウェアの
投資が年々増加している。汎用サーバ上で動作を可能とするTIPやOpen RANといったオープン化の取組み
を推進することで、ソフトウェア投資の増加に寄与できる可能性があるのではないか。

○ 日本国内のICT投資の現状として、既存の業務・環境を維持しながら導入を行う企業が多く、ゼロから組
み上げる場合に比べて多大な工数を要することになる。導入工数に比して効果が十分でないと失敗と判断さ
れてしまい、結果的に投資や導入が進まない背景となっていると考えております。

○ 需要側はどうITを活用して良いか分からない、供給側もそれに対応しきれていない、という実態があると
認識。業務改革や価値創造（攻めのＩＴ投資）を促す施策が必要。

○ 「カーボン・ニュートラル」、「インフラ強靭化」、「超セキュア・データ流通」などの社会課題解決を主軸とし、
短中期的には５Ｇやエッジ・ＭＥＣ等を活用したＤＸ化、長期的には日本発の量子インフラ構築など、戦略分
野のDX化を対象に重点的に投資していくことが重要。補助金等の活性化施策に期待。

○ 通信分野の技術開発は、ＩＴＵや３ＧＰＰ等の標準化活動からチップ開発、装置開発、ネットワーク構築と
成果が出るのに、５年～１０年の期間を必要とします。結果として、膨大な投資と技術者の維持が必要になり、
資本力のあるグローバル企業でしか生き残れない状況になっています。日本としては、個々の企業が強みと
する技術を持ち寄り、協調的なエコシステム作って、世界のトップを目指すべきと考えます。

日本国内のＩＣＴ投資の現状について、今後どのように改善していくべきかに対する回答（抜粋）
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○ 今後、ＩＣＴを利用した新たなスタイルの更なる浸透を図っていくためには、既存の延長線上から脱却し、
新たなスタイルを採用することについて人々や企業にインセンティブが働くような環境整備が必要。現在、岸
田内閣が掲げる「デジタル田園都市国家構想」を含む各種政策を通じ、上記のような取組への積極的な投資
等を後押ししていただくことで更なる普及拡大につながるものと考えます。

○ 「基盤やサービスを使って何ができるかのイメージしづらい」「活用するための技術・知識やリソースが不
足」「運用を含め活用することが難しい」といった課題を感じております。成功事例、活用事例の共有や技術
支援、運用設計のノウハウ展開等に対する政府の支援を期待。

○ 特に中小企業においてはデジタル人材が不足しておりＤＸ化推進の足かせとなっている。『中小企業白
書』では、規模の小さい企業ほど“クラウドサービス利用について拡大したいとは思わない”ネガティブな傾向
が確認されており、このようなマインドセットを変革するにはクラウド、SaaSの利用に対するインセンティブが
有効。

○ 人口減による自治体の税収減や地場産業での作業員の減少が見込まれる一方、新たな技術／サービ
スの試行錯誤に使用する費目の予算が少ないことから導入実証が進まない状況。

○ 地方自治体や中小企業はＩＣＴに関わる技術・知識・経験に乏しいケースが多く、ＩＣＴサービスの需要喚
起が容易ではないため、特区制度の活用などでサービスの成功モデルを作り、他都市へと展開するなどの
施策、標準化の促進等を期待。

新しいデジタル基盤や高度なＩＣＴサービスの需要喚起、中小企業や地方における需要喚起における政府の
役割等に関する回答（抜粋）
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【論点②】 クラウドサービス

【ご議論いただきたい項目】

 ハイパースケーラーの存在を前提とした事業環境の健全な発達の在り方

 クラウド・バイ・デフォルトに向けて取り組むべき事項

• 国内のＳＩｅｒの役割

 データセンターの増設について

【参考】

１．ハイパースケーラー（ＡＷＳ、グーグルクラウド等）の現状
• 日本への「ローカライズ」が進展
• 国内のデータセンターに対する旺盛な投資意欲

２．国内勢の現状
• 国内ベンダによるハイパースケーラーとの提携が進展
• ＳａａＳについては、医療・介護や不動産等の分野で新興企業が成長

３．国内ＳＩｅｒの位置づけ等（出典：ＡＣＣＪ・マッキンゼー「２０３０日本デジタル改革」）
• 日本のＩＴサービス会社は２０１７年におよそ２３兆円の売上、日本全体でのＢ２Ｂ情報通信関連支出

の４４％に相当。また、ＩＴサービス会社は、日本のＩＴ人材の７２％を賄っている。
• 日本では、業務遂行に必要不可欠なＩＴシステムのうち２０％が２０年以上前に採用されたものである。

この割合は２０２５年までに６０％に増加すると予想されている。
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○ 海外のPF事業者と比べ、ネットワークを有している点に優位性があると考えますが、海外のPF事業者は
世界各地で既にサービス提供を大規模に展開しており、その点は遅れている。しかし、前述した優位性を活
かしてAWS Wavelengthといったサービス提供をしているため、必ずしも競争のみでなく、互いに補完して協創
するといったこともあると考えます。

○ 導入企業のニーズ・要件に合わせた運用や、高いセキュリティポリシーへの対応、障害発生時の対応を
細やかに設定することが可能であること等、海外PF事業者の既存サービスでは充足することが難しい部分に
国内PF事業者の優位性があると考えております。一方で、導入コストや、拡張性については、海外PF事業者
に優位性があると考えております。

○ 都市・地方の格差なくSociety5.0を実現するためには、デジタルインフラをきめ細やかに設計・配置・制御
する必要があり、ハード・エッジからクラウドに至るリソースを統合・運用管理していくことが必要です。このた
め、ハードとソフトの融合や、きめ細やかな作り込み、すり合わせといった日本の製造業の特徴をソフトウェア
領域にも適用していくことには優位性があると考えます。

○ 安全と品質を担保する社会インフラ事業のシステムには高い信頼性が求められるが、ミッションクリティカ
ルな現場でのプライベート空間では運用の対応迅速性含め現状では劣っているとは考えていません。

○ 国際的情勢からも、香港を拠点に展開されていたアジアのハブは事業戦略の見直しを余儀なくされてお
ります。ご存知の通り、アジア経済圏における情報集積地の見直しが迫られる中で、社会基盤が安定してい
る日本は国際社会から魅力的な市場として見られています。ここで、さらなる規制緩和・補助制度を拡充する
ことで多くの資本を日本に呼び込むことが可能であると考えられます。

海外のＰＦ事業者との競争について、現時点で優位性があるもの、あるいは取り組みが遅れているもの等に
ついての回答（抜粋）
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【論点③】 人材の確保・育成

【ご議論いただきたい項目】

 国内の専門人材の不足に対し、
• 外国人の技術者・専門家の登用を進めることについて
• リカレント教育の在り方について

 未来の人材の育成について（ＳＴＥＡＭ教育の在り方）

【参考】日本の人材の状況について （出典：ＡＣＣＪ・マッキンゼー「２０３０日本デジタル改革」）

○ ２０１９年時点で日本には787,000人のデジタル専門家がいる。労働者10,000人あたりのデジタル専門家は６２人（米国は
１５６人）。日本は２０２５年までに４３万人以上のデジタル専門家を追加する必要がある。

○ ＯＥＣＤのＰＩＳＡ指標（２０１８）では、日本は数学の成績で世界６位、科学で第５位。

○ 人材育成の中心的なエンジンとなるのは大学である。２０１９年、日本の学部生でコンピュータサイエンス系の授業を履
修していた割合は１％であった（米国は４％）。

○ 日本は歴史的にハードウェアまたは機械及び電気工学に焦点を当てた学位を重要視してきた。日本にはハードウェアに
関する深い専門知識があり、非常に高品質な製品を提供することに重点を置いたエンジニアリング文化がある。ハードウェ
アに焦点を合わせた結果、ソフトウェアとサービスが後回しになった。

○ 複数の国が人材格差に対処している一つの方法として、有利な条件と競争力のある就業機会を通じて、海外から専門家
を誘致する方法が挙げられる。２０１７年以降高度な技能を持つ専門家は、わずか１年で永住権を取得できる。２０２０年６月
時点で推定24,000人が高度な技能を備えた高度専門職ビザを保持しており、ますます多くの活動に従事し、優遇措置を受け
ることができている。
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【参考】総合政策委員会（主査ヒアリング①）楽天モバイル資料を基に作成
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【参考】総合政策委員会（第３回会合）山中委員資料
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【参考】総合政策委員会（第３回会合）山中委員資料
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○ 政府に対しては、初等・中等教育の過程におけるSTEAM教育の強化、文理融合の促進等、ICT人材の底
上げに関する施策の実施を期待いたします。

○ 大学における教育がビジネスで使えるレベルとかけ離れています。いまだにＣ言語を教えている大学が
あります。大学もビジネスで即戦力になる人材を育成するように変革すべき。

○ 社会人についても、リカレント教育を促進する環境・文化の醸成が必要。ＩＣＴ人材の裾野を拡大していく
ことが何より重要と考えています。

○ 政府に取り組んで頂きたい事項として、「理系大学出身の外国人に対する優遇処置（住居斡旋、相談先
の設置等）」を要望。具体的には、①日本への留学生に対する優遇措置、②海外大学への日本人留学生に
対する優遇措置、③ICT育成系大学の学生に対する日本企業への就職優遇制度、の促進を期待。

○ 将来の人材市場を鑑み、インドやベトナムなどの海外開発拠点を強化し、ＩＣＴ人材の採用を強化してい
ます。企業内におけるリスキリングやリカレント教育の重要性は今後ますます高まり、コスト負担も増えるた
め、技術者教育への財政的支援、ＩＣＴを修学する大学院学生への支援などを期待。

○ 若い時にエンジニアとして活躍していた中高年の人材が、事業撤退や事業シフトにより、培った技術を生
かせていない状況。日本ではICT企業にエンジニアが偏っており、地方の自治体や企業のデジタル化が遅れ
に繋がっていると共に、地方の通信設備の維持に関しても人材の退職等が進み維持が困難になっている。こ
う言ったICT人材を地方の自治体や企業への人材マッチング等により活躍の場を提供することが必要。

○ 技術、システム、セキュリティ等進展のスピードが速く、プラットフォームが米国の事業者に依存せざるを
得ない中で、社会インフラとなっていくクラウドサービスを開発する人材育成が必要。

ＩＣＴ人材の不足解消に向けた取組や政府が取り組むべき事項、政府に対する要望に対する回答（抜粋）
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